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いばらき身障者等用駐車場利用証制度についていばらき身障者等用駐車場利用証制度について

児童扶養手当・特別児童扶養手当等の金額が引き下げられます
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いばらき身障者等用駐車場利用証制度について
　この制度は、公共施設やショッピングセンターなどにある身障者等用駐車場を本当に必要とする方が利
用しやすい環境を整備するため、申請により利用証を交付する制度です。
　利用証は茨城県が県内統一の基準で利用証を交付し、県内全域で利用することができます。
※公安委員会が発行する「駐車禁止除外指定車標章」とは異なります。

　上記以外の対象者
　　・知的障害者／療育手帳の障害の程度が「Ａ」及び「マルＡ」の方
　　・精神障害者／精神障害者保健福祉手帳の等級が「１級」の方
　　・高齢者／介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護１」以上の方
　　・難病患者／指定難病特定医療費受給者証、または小児慢性特定疾病医療受給証を交付された方
　　・妊産婦／母子健康手帳を交付された方で、妊娠７か月～産後６か月の方

◇申請に必要なもの
　交付対象であることがわかるもの（身体障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証など）
※代理人による申請の場合、本人確認できるもの（運転免許証、健康保険証など）

◇交付対象者　※次のいずれかの基準に該当し、かつ歩行が困難な方
　身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方

児童扶養手当・特別児童扶養手当等の金額が引き下げられます
　児童扶養手当等の金額は、物価変動に応じて改定されます。平成29年４月分からの手当額は、下記のと
おりです。

問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）

申請先・問合せ　福祉こども課　☎029－353－7265（直通）


